
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年３月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１１月２４日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市尾道
おのみち

糸崎
いとざき

港 

尾道糸崎港戸崎
とさき

北防波堤西灯台から真方位３１９°１,６５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.７′ 東経１３３°１４.１′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

油送船 第五玉
たま

吉
よし

丸、１９９トン 

 １３５５３５、有限会社玉井海運 

４９.０３ｍ×８.２０ｍ×３.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６２５kＷ、平成８年７月３０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 五級海技士(航海) 

免 許 年 月 日 昭和４４年１０月３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月９日 

  免状有効期間満了日 平成２６年８月５日 

機関長 男性 ３６歳 

 三級海技士(航海) 

免 許 年 月 日 平成９年５月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年２月２０日 

  免状有効期間満了日 平成２４年５月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、Ｃ重油約４５０kℓを積載

し、尾道糸崎港第１区の尾道造船所東側岸壁（以下「東側岸壁」という。）

に係留中の新造船 (以下「補油予定船」という。）に補油を行うため、船首

約２.５０ｍ、船尾約３.７０ｍの喫水で、平成２２年１１月２４日０７時

１０分ごろ尾道市加島北方の錨地を抜錨し、東側岸壁に向かった。 

 

本船は、東側岸壁に向かうのが初めてであったが、山口県宇部市宇部港

を出港する前に代理店から着岸予定場所を確認していなかったことから、

海図Ｗ１１９（尾道）など尾道糸崎港内の水深や浅所などが詳細に図載さ

れた大尺度の海図が備え付けられていなかった。 

本船は、加島沖を抜錨した際、船長及び機関長が、代理店の担当者から

東側岸壁東方の水深が浅いことや東側岸壁に平行に進入することなどの情

報を得たものの、本船には、大尺度の海図が備え付けられていなかったの
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で、東側岸壁に向かう水路の水深などが分からなかった。 

本船は、機関長が手動操舵により操船に当たり、船長が船首、一等航海

士が船体中央部でそれぞれ入港配置につき、尾道糸崎港第１航路南口に

入った。 

 機関長は、０８時０５分ごろ、東側岸壁の南方約３００ｍに設置された

尾道糸崎港尾道水道東第６号灯浮標を通過したのち右転し、補油予定船の

沖約５０ｍに向けて針路約０２３°（真方位、以下同じ。）及び対地速力約

２.５ノットで航行した。 

 機関長は、浅所に向かっていることに気付かずに航行中、０８時１０分

ごろ、尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から３１９°１,６５０ｍ付近の浅所

に乗り揚げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 ０.８m/s、気温 ７.５℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  本船は、乗揚直後、機関を後進にかけて自力離礁を試みていたところ、

機関冷却水の警報が鳴ったため、機関を停止して状況を確認中、乗揚場所

の北方に流されたので、右舷錨を投下したが、再び、補油予定船の東方の

浅所に乗り揚げ、１１時２０分ごろタグボートの援助により離礁した。 

 本船には、ＧＰＳが装備されていたが、緯度経度による船位及び速力が

表示されるだけの表示器で、地形や水深が表示されるＧＰＳプロッターで

はなかった。 

 機関長は、三級海技士（航海）の免許を受有しており、船長よりも本船

の乗船期間が長く、操船にも慣れていたので、ふだんから入出港時の操船

を行っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、尾道糸崎港第１区において、補油予定

船に向けて北北東進中、機関長が東側岸壁東方の

水深が浅くなっていることなどの情報を得ていた

ものの、大尺度の海図を備え付けておらず、東側

岸壁に向かう水路の水深などが分からなかったこ

とから、浅所に向かっていることに気付かずに航

行し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船舶の運航者は、初めての海域を航行する場合

には、当該海域の水深等が詳細に図載された大尺

度の海図を備え付け、水深等を十分に調査した上

で航行することが望ましい。 

原因  本事故は、本船が、尾道糸崎港第１区において、補油予定船に向けて北

北東進中、操船中の機関長が、東側岸壁東方の水深が浅くなっていること

などの情報を得ていたものの、大尺度の海図を備え付けておらず、東側岸

壁に向かう水路の水深などが分からなかったため、浅所に向かっているこ

とに気付かずに航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

 




